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第35号議案 

 

春日市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和3年6月11日 

 

 

 

春日市長 井 上 澄 和        

 

 

 

提案理由 

 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正等に伴い、特定一般用医薬品等購入費

を支払った場合の医療費控除の特例の延長等に関し、所要の規定の整備を図る必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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春日市税条例等の一部を改正する条例 

 

(春日市税条例の一部改正) 

第1条 春日市税条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。 

第24条第2項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親

族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。 

第36条の3の3第1項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限

る」に改める。 

附則第5条第1項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。 

附則第6条中「令和4年度」を「令和9年度」に改める。 

(春日市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 春日市税条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)の一部を次のように

改正する。 

第2条のうち、春日市税条例第48条第10項の改正規定中「第321条の8第52項」を

「第321条の8第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16項の

改正規定中「第321条の8第61項」を「第321条の8第69項」に改める。 

第2条のうち、春日市税条例第50条第4項の改正規定中「「又は第31項」に」の次

に「、「第48条の15の5第4項」を「第48条の15の4第4項」に」を加える。 

第2条のうち、春日市税条例第52条の改正規定中「第52条第4項」を「第52条第3

項中「第48条の15の5第4項」を「第48条の15の4第4項」に改め、同条第4項」に改

める。 

第2条のうち、春日市税条例附則第3条の2第2項及び第4条第1項の改正規定を次の

ように改める。 

附則第3条の2第2項中「及び第4項」を削り、「これら」を「同項」に改める。 

附則第4条第1項中「及び第4項」及び「又は法人税法第81条の24第1項の規定に

より延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限」を削り、「こ

れら」を「同項」に改め、同条第2項中「又は法第321条の8第4項に規定する連結

法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 
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附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第2条の規定 公布の日 

(2) 第1条中春日市税条例第24条第2項及び第36条の3の3第1項の改正規定並びに同

条例附則第5条第1項の改正規定並びに次条の規定 令和6年1月1日 

(市民税に関する経過措置) 

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の春日市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 


